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第三種電気主任技術者認定の追加について

平素は、本校電気系生徒の採用にご高配を賜り、誠に有難うございます。

さて、第三種電気主任技術者の認定について、今年度から追加がございますので、

ご連絡申し上げます。ご高覧いただければ幸いに存じます。

電気主任技術者は、「事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督

をさせるため、設置者が電気事業法上置かねばならない電気保安のための責任者」と

定義されています。

電気主任技術者の資格を取得する方法には、試験を受けて合格する以外に「認定校

制度」があります。認定校制度というのは、認定校において指定された単位を取得し

て卒業し、法令に定められた実務経験を積めば、国家試験や講習を受けることなく資

格を取得できる制度で、本校電気系電気技術専科は、開校以来、第三種電気主任技術

者認定校に指定されております。

企業の方や卒業生から、「認定校制度は非常に重要で、ぜひ電気系電子制御専科の

卒業生にも認定校制度を適用できるようにしてほしい」との要望が多く寄せられてき

ました。電気系で検討を行い、一部カリキュラムを変更し、経済産業省に申請を行っ

た結果、電子制御専科（深化コース）についても平成２８年度卒業生（現３学年、平

成２６年度入学）から「第三種電気主任技術者認定校」に認定されました。※裏面参

照。

ただし、電気技術専科では全生徒が認定の対象となりますが、電子制御専科では深

化コース（電力技術、電気機器の科目を選択）に進んだ生徒が認定の対象となってお

ります。なお、現３学年（来春卒業）の電子制御専科の生徒は、全員が深化コースに

進んでおります。

今後も、生徒たちが社会に出て活躍できるよう、鋭意努力いたす所存でございます

ので、何とぞ一層のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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